
特
集
・
多
様
化
す
る
家
族
と
支
援
施
策
の
方
向
⑤

報
告
書
を
読
ん
で

田
中
弘
子
・
品
田
雅
一

女
性
問
題
の
視
点
か
ら
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女
性
問
題
の
視
点
か
ら

　
「
家
族
」
が
内
部
か
ら
も
外
部
か
ら
も
揺
れ
動
い

て
い
る
時
代
で
あ
る
。

　
一
九
九
四
年
の
「
国
際
家
族
年
」
は
、
改
め
て

「
家
族
」
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
本
市
の

第
三
次
よ
こ
は
ま
女
性
計
画
と
な
る
「
ゆ
め
は
ま
男

女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」
で
も
、
十
五
本
の
柱
の
一
つ

に
「
多
様
な
家
族
へ
の
支
援
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、

プ
ラ
ン
を
推
進
す
る
立
場
か
ら
若
干
コ
メ
ン
ト
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

①
ｌ
女
性
の
就
業
と
子
育
て
支
援

　
日
本
の
女
性
の
就
業
は
Ｍ
字
型
の
曲
線
を
描
き
、

子
育
て
中
は
仕
事
を
中
断
す
る
考
え
方
が
根
強
い
。

し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
女
性
の
働
き
方
は
男
性

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
労
働
力
率
は
女
性
が
七
九
・

九
％
、
男
性
は
八
四
・
〇
％
で
、
六
歳
未
満
の
子
供

を
も
つ
女
性
の
八
割
以
上
が
就
業
し
て
い
る
（
一
九

九
二
年
）
。

　
一
般
に
女
性
の
社
会
参
加
が
進
む
と
、
出
生
率
が

下
が
る
と
み
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
国
の
例
か
ら
、

就
業
と
子
育
て
を
両
立
す
る
施
策
が
充
実
し
て
い
れ

ば
出
生
率
は
上
が
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
七
八
年
に
一
・
六
〇
ま

で
下
が
っ
た
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
一
九
九
一
年
は

二
・
一
一
ま
で
回
復
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、

男
女
平
等
が
進
ん
で
い
る
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

家
族
に
対
す
る
意
識
も
税
負
担
の
考
え
方
も
異
な
る

国
な
の
で
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
大
い
に
参

考
に
な
る
国
で
あ
る
。

②
ｌ
高
齢
者
介
護

　
女
性
の
立
場
か
ら
は
高
齢
化
社
会
を
考
え
る
と
き
、

介
護
の
問
題
は
大
き
い
。
「
在
宅
福
祉
」
が
い
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
家
に
介
護
者
が
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
お
り
、
介
護
者
の
八
割
以
上
が
女
性
だ
か
ら

で
あ
る
。
日
本
で
は
、
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
は
緒

に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
当
面
は
「
介
護
者
の
負

担
の
軽
減
」
が
目
標
と
さ
れ
て
お
り
、
「
就
業
・
社

会
参
加
と
の
両
立
」
は
ま
だ
先
と
い
う
感
が
あ
る
。

　
労
働
省
は
、
介
護
休
業
制
度
を
法
的
に
整
備
す
る

た
め
、
現
在
、
法
案
（
育
児
休
業
法
の
改
正
案
）
を

通
常
国
会
に
提
出
し
て
い
る
。
介
護
と
就
業
と
の
両

特
集
・
多
様
化
す
る
家
族
と
支
援
施
策
の
方
向
⑤
報
告
書
を
読
ん
で

立
は
、
女
性
だ
け
で
な
く
男
性
に
と
っ
て
も
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

③
－
多
様
化
す
る
家
族
を
認
め
合
う
社
会

　
こ
れ
ま
で
の
家
族
観
で
は
、
「
結
婚
、
同
居
、
血

縁
」
な
ど
が
家
族
の
「
条
件
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

き
た
が
、
実
際
に
は
、
結
婚
し
な
い
人
、
制
度
と
し

て
の
結
婚
を
拒
否
す
る
「
事
実
婚
」
、
ひ
と
り
親
の

人
、
子
供
を
も
た
な
い
人
、
再
婚
同
士
の
家
族
、
単

身
赴
任
等
に
よ
り
同
居
で
き
な
い
家
族
な
ど
、
様
々

な
形
の
家
族
が
あ
る
。
こ
う
し
た
家
族
の
変
容
を

「
家
族
の
崩
壊
」
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
個
人
の
生
き
方
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
見
な

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
を
支
援
す
る
施
策
が
望
ま
れ

て
い
る
。

　
家
族
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
制
の
整
備
も
進
ん
で
い

る
。
平
成
六
年
七
月
に
、
法
務
省
が
発
表
し
た
「
婚

姻
制
度
等
に
関
す
る
民
法
改
正
要
綱
試
案
」
で
は
、

夫
婦
の
氏
（
姓
）
の
選
択
性
、
裁
判
上
の
離
婚
原
因

と
し
て
「
五
年
以
上
の
別
居
」
を
加
え
る
、
離
婚
時

の
財
産
分
与
に
つ
い
て
原
則
二
分
の
一
と
す
る
こ
と

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
嫡
出
で
な
い

１
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子
の
相
続
分
に
つ
い
て
嫡
出
で
あ
る
子
と
同
等
と
し

て
い
る
。
夫
婦
別
氏
（
姓
）
の
問
題
を
は
じ
め
家
族

の
あ
り
方
に
深
く
か
か
わ
る
だ
け
に
、
慎
重
論
も
多

い
。　

民
法
以
外
に
も
、
相
続
や
子
供
の
扶
養
な
ど
の
制

度
は
従
来
の
家
族
観
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
が
ま
だ

ま
だ
多
い
。
わ
が
国
で
は
、
結
婚
し
な
い
人
や
「
未

婚
の
母
」
、
「
非
嫡
出
子
」
な
ど
に
対
す
る
偏
見
な
ど

が
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
意
識
を
な
く
し
、
個

人
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
由
な
選
択
を
認
め
合
う
こ

と
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
は
不
可
欠
で
あ

る
。
多
様
化
す
る
家
族
を
認
め
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
族
の
実
態
に
あ
っ
た
多
様
な
社
会
シ
ス
テ
ム
が
必

要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
Λ
田
中
＝
市
民
局
女
性
計
画
推
進
室
∇

２

保
育
所
制
度
の
充
実
と
児
童
福
祉
の

観
点

　
横
浜
市
の
就
学
前
児
童
数
は
、
昭
和
五
十
年
を
ピ
ー

ク
に
、
一
貫
し
て
減
少
傾
向
に
あ
り
、
平
成
六
年
に

は
、
昭
和
五
十
年
の
六
割
程
度
に
ま
で
な
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
の
報
告
書
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
平
成
五
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
の
全
国
平

均
が
一
・
四
六
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
市
で
一
・

三
〇
と
、
少
子
化
が
都
市
部
で
顕
著
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
少
子
化
か
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、

本
市
の
保
育
所
に
対
す
る
申
請
数
は
、
平
成
二
年
度

を
底
に
、
増
加
傾
向
に
転
じ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
保
育
所
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
増
加
は
、
主
と

し
て
、
低
年
齢
児
（
○
～
一
歳
）
の
保
育
ニ
ー
ズ
の

増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
女
性

の
社
会
進
出
の
進
展
や
就
労
の
定
着
化
等
の
要
因
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
般
に
、
保
護
者
が
今
、
保
育
所
に
何
を
望
む
か

と
い
っ
た
問
い
か
け
を
し
た
場
合
、
必
ず
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、
こ
の
低
年
齢
児
の
入
所
枠
の
拡
大
や
保
育

時
間
の
延
長
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
本
市
に
お
い
て
も
、
園
舎
の
改
築
・

改
修
に
合
わ
せ
た
乳
・
幼
児
定
員
の
見
直
し
や
乳
児

定
員
の
拡
大
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
保
育
時

間
の
延
長
に
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
特
に

低
年
齢
児
の
入
所
枠
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
産
休
明

け
や
育
児
休
業
明
け
か
ら
の
年
度
途
中
の
入
所
を
容

易
に
す
る
た
め
に
も
、
積
極
的
な
取
り
組
み
が
必
要

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
少
子
化
対
策
は
、
今
や
、
高
齢
化
対
策
と
と
も
に
、

重
大
な
国
民
的
課
題
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
出
産
や
育
児
を
社
会
的
に
支
援
し
て
い
く
こ
と
に

よ
り
、
子
供
を
産
み
育
て
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
従
来
か
ら
、
共
働
き

家
庭
の
育
児
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
保
育
所
に
対
す

る
期
待
は
、
年
々
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
時
代
の
要
請
に
、
し
ば
し
ば
、

困
惑
を
感
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
本
来
、
保
育
所
は
児
童
福
祉
施
設
で
あ
り
、
保
育

に
携
わ
る
者
は
、
児
童
福
祉
の
観
点
か
ら
、
児
童
に

と
っ
て
何
が
最
良
で
あ
る
か
を
、
ま
ず
第
一
に
考
え

ま
す
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
い
え
ば
、
保
育
所
制
度
の
充

実
が
、
主
と
し
て
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
、
あ

る
い
は
、
就
労
機
会
の
拡
大
に
よ
る
労
働
力
の
確
保

と
い
っ
た
、
労
働
政
策
・
経
済
政
策
的
側
面
か
ら
語

ら
れ
る
場
合
、
例
え
ば
、
最
も
ニ
ー
ズ
の
高
い
、
乳

児
保
育
の
充
実
や
保
育
時
間
の
延
長
に
し
て
も
、
○

歳
児
を
保
育
所
で
一
日
十
二
時
間
保
育
す
る
こ
と
が
、

児
童
に
と
っ
て
ど
う
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
感
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
児
童
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
保
育
制
度
の
中
で
は
、

多
少
な
り
と
も
家
庭
的
雰
囲
気
の
中
で
の
保
育
が
可

能
な
保
育
マ
マ
（
横
浜
で
は
「
家
庭
保
育
福
祉
員
」
）

制
度
は
、
貴
重
な
保
育
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
だ
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
乳
児
の
間
は
家
庭
で
の
保

育
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
育
児
休
業
制
度
の
拡
充
、

あ
る
い
は
、
児
童
が
少
し
で
も
家
族
と
一
緒
に
い
ら

れ
る
た
め
の
労
働
時
間
の
短
縮
と
い
っ
た
施
策
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
保
護
者
の
立
場
か
ら
考
え
て
も
、
就
労
形

態
の
多
様
化
に
対
応
し
、
個
々
の
勤
務
実
態
に
則
し

た
保
育
を
行
う
た
め
に
は
、
一
般
の
保
育
所
よ
り
、

む
し
ろ
各
企
業
内
に
設
置
さ
れ
る
事
業
所
内
保
育
所

を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
な
場
合
も
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

　
少
子
社
会
の
中
で
、
積
極
的
な
育
児
支
援
を
行
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
保
育
所
制
度
だ
け
を
念
頭
に
置

い
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
Λ
品
田
＝
福
祉
局
保
育
第
二
課
保
育
係
長
▽
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